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　国民年金には、所得が少なく保険料を納めるこ
とが困難な場合に、本人の申請によって保険料納
付が免除される「保険料免除制度」があります。
　この制度には、本人とその配偶者および世帯主
の前年の所得が一定の基準額以下の場合に承認さ
れ、保険料の全額が免除される「全額免除」のほ
かに、世帯の所得に応じて保険料の一部を納付し
て残りが免除される「一部納付（一部免除）」が
あります。なお、一部保険料が未納の場合、その
期間の一部免除は無効として、未納と同じ扱いに
なります。退職者、地震や風水害などの被災者は
所得に関係なく該当する場合があります。
　世帯主の所得が多いため保険料免除に該当しな
い場合でも、30 歳未満の若年者の人については
本人および配偶者のみの所得が基準を満たせば、

保険料納付が猶予される「若年者納付猶予制度」
があります。
　保険料免除期間は、年金受給に必要な期間に算
入されます。ただし、若年者納付猶予期間は年金
額には反映されません。10 年以内であれば保険
料をさかのぼって納めることができます。免除の
承認期間については７月から翌年の６月までです
が、全額免除または若年者納付猶予（一部納付を
除く）が承認された人が、申請時に翌年度以降も
申請を行うことを希望した場合は、翌年度以降は
継続して申請があったものとして自動的に審査を
行います（離職理由による承認は除く）。
■問い合わせ先
　岡山東年金事務所　☎０８６ｰ２７０ｰ７９２８
　市民課　☎０８６９ｰ２２ｰ１７９０

　障害児や障害者の皆さんへのサービスのうち、
申請が必要なものを中心にサービスの一部を簡単
にご紹介します。
　今回掲載した以外にも利用可能な事業や要件な
どがありますので、詳細についてはお問い合わせ
ください。
①身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福
　祉手帳の交付
　手帳を持っている人は、障害の程度・内容など
で、医療費の助成、公共料金などの割り引き、税
の減免などのほかに、電車、バスやタクシーなど
を利用した場合に手帳を提示すれば運賃の割り引
きを受けることができます。
②更生医療費の助成
　身体障害者が障害の更生のため、治療・手術を
受けるとき、医療費の一部を医療保険と公費で助
成します。事前申請が必要です。
③精神通院医療費の助成
　精神障害者が病院などに通院する場合、医療に
要する費用の一部を医療保険と公費で助成しま
す。事前申請が必要です。
④障害のある人の手当
　特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福
祉手当、障害児福祉年金があります。各手当、年
金それぞれで対象者や要件が異なりますので、詳
細はお問い合わせください。
⑤障害のある人の在宅福祉サービス
　自宅での入浴・排泄・食事などを支援する居宅
介護、短期間施設で介護などを行う短期入所、日
中、日常生活動作や適応訓練を行う児童デイサー
ビスや介護や創作活動などを行う生活介護、就労
や生産活動などの機会を提供し、支援する就労継
続支援など、障害の程度に合わせたサービスを受
けることができます。
⑥補装具の給付
　身体障害者に対して、日常生活に必要な身体機
能を補うための車いすや装具などの器具を交付し
たり、修理を受けることができます。

⑦日常生活用具の給付
　身体障害者、療育手帳所持者などに対して、入
浴補助用具、歩行支援用具、住宅用火災警報器な
どの用具を給付します。
⑧各種助成事業
　福祉タクシー助成、身体障害者自動車運転免許
取得・自動車改造助成、介護用自動車購入等助成、
重度身体障害者住宅改造助成など社会参加を促進
するため助成します。それぞれ対象者や要件が異
なりますので、事前にご相談ください。
■問い合わせ・申請先
　福祉課　☎０８６９ｰ２６ｰ５９４３
　保健福祉部邑久分室　☎０８６９ｰ２２ｰ１８１０
　牛窓支所　☎０８６９ｰ３４ｰ３４３１
　裳掛出張所　☎０８６９ｰ２５ｰ０００４

　障害児・障害者の皆さんへのサービスを紹介します　国民年金の保険料免除制度をご存じですか
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市民に信頼される病院を目指して

瀬戸内市民病院コラム

  情 報　　知っ得

世帯構成 全額免除
一部納付

１／４納付 １／２納付 ３／４納付
４人世帯（夫婦、子ども２人） 162 万円 230 万円 282 万円 335 万円
２人世帯（夫婦のみ） 92万円 142 万円 195 万円 247 万円
単身世帯 57 万円 93 万円 141 万円 189 万円

国民年金の保険料免除制度の対象となる所得基準

※「所得」は給与所得控除や必要経費などを控除したもので「収入」とは違うものです。
※「４人世帯」、「２人世帯」の夫婦は、夫か妻のどちらかのみに所得がある世帯の場合、また「４人世帯」の
　子どもは 16歳未満の場合の基準です。
※若年者納付猶予を受ける場合は、全額免除の対象となる所得と同基準となります。

○地域生活支援センタースマイル
　身体障害者・知的障害者・障害児・
家族・体や心の問題で生活するのに困
難が生じている人などの相談に応じ、
必要な情報を提供して、日常生活や社
会生活を支援します。
　また４月からは発達障害に関する相
談も受け付けています。お気軽にご相
談ください。

▽相談時間　毎週火～土曜日
　午前９時～午後５時
■問い合わせ・相談先
　地域生活支援センタースマイル
　☎ ０８６９ｰ２２ｰ９６００
　　FAX  ０８６９ｰ２２ｰ９６０３
○身体・知的障害者相談員
　各地域に身体障害（10 人）・知的障
害（３人）の相談員を設置しています。
相談員の紹介を希望する場合は福祉課
へご連絡ください。

独りで悩まないで　
相談してみませんか？


